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おしらせ

■広報「れんけい」１月号について

次回発行のれんけい１月号は、１２月２５日（水）の区長さまあての文書配布日に配布します

■子育て支援センターの「園庭開放」、「すくすく広場」の開放日について

本冊子(まちからのおしらせ１２月号)の裏表紙６ページ目「くらしのカレンダー」をご参照ください

■相楽休日応急診療所診療体制について

れんけい１１月号、１２月号をご覧ください

１２
月号

－ １ －



今月／年末年始の休診日・・・・・１２月２４日（火）午後／１２月２８日（土）～令和７年１月５日（日）
＊＊休診日以外の平日はすべて診察します＊＊

相談日時：１２月３日（火）午後１時３０分～午後３時３０分

場 所：役場第１相談室

問合せ：総務課 ☎ ７８－３００１(直通)

行政相談日

和束町国保診療所 診察・休診日のお知らせ診療所

■受付時間 午前８時３０分～午前１１時３０分／午後１時３０分～午後３時３０分

■診察時間 午前９時～正午／午後２時～午後４時

・検診、所長の出張・会議などで休診となる場合があります。

・急病やお薬などは和束町国保診療所 ☎７８－２０２４（直通） へご相談ください。

令和７年度 保育所入所説明会福祉

福

総務

５歳児から０歳児（生後６か月児～）のお子さん（令和元年４月２日～令和６年９月３０日生）がおられる

家庭を対象に、下記のとおり入所説明会を開きます。令和７年４月からお子さまの保育所入所を希望される

保護者さんはご出席ください。不明な点などがあれば、福祉課まで問合せください。

日 時：令和７年１月１０日（金） 午後１時３０分～

場 所：和束町商工会館 研修室（役場庁舎２階）

持ち物：筆記用具

その他：駐車の際には、国保診療所前の駐車場をご利用ください

問合せ：福祉課 ☎７８－３００６（直通）

令和６年中に家屋の取り壊しをされた人へ

住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、役場や法務局での手続きが必要です。

取り壊した家屋が、登記されているか否かをご確認の上、手続きをお願いします。

登記がされている家屋を取り壊した場合 ・・・・・ 法務局

法務局にて建物滅失登記の申請をしてください。滅失登記が完了すると法務局から登記された

旨が役場へ通知されますので、役場への申請は必要ありません。滅失登記の申請が１２月末日ま

でに間に合わない場合は、役場に家屋の滅失届の申請をおこなってください。

役場税住民課にて家屋の滅失届の申請をしてください。申請を受けた家屋滅失届に基づき役場

職員が現地確認をおこない、翌年度の課税対象から除きます。届出がない場合、取り壊した家屋

に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。

固定資産税は、毎年1月1日（「賦課期日」といいます）現在の状況で課税されます。そのため、家屋を

取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しを行った年度にはそのままの課税となります。

問合せ：税住民課 ☎７８－３００５（直通）

登記がされていない家屋を取り壊した場合 ・・・・・ 役場

固定資産税の課税について

税住
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　　 農村振興課☎７８－３００８(直通)からのおしらせ

「ごま葉枯病」の対策について

福
ごみの収集・し尿汲み取り業務について

和束町内で大量発生した「ごま葉枯病」は、水稲に発生する病害で、収量や品質に大きな影響を与えること

があります。本病の発生は、水田の環境条件に影響され、特にケイ酸が不足する秋落ち水田（水稲の生育が

後期に不良になること）などでの発病が激しいとされています。

以下の有効な対策をいくつか紹介します。＊土壌改良資材、肥料、農薬については、町内の販売店へご相談ください

（１）冬期の対策

■土壌改良資材(転炉さい、ケイ酸、含鉄資材等)、有機質肥料の施用をおこない栄養バランスを整え、

被害わらの除去、深耕を行い病気の発生を抑える

（２）種子消毒

■発生源となる種子の消毒をすることで、病気の発生を抑える

（３）適切な栽培管理

■肥料管理：窒素肥料の分施など、適切な施肥管理をおこなう

■水管理：適切な水管理を行い、過剰な湿度を避ける

（４）農薬の使用

■防除適期(穂ばらみ期～穂揃期)に農薬を散布する

■年末年始の１２月２８日（土）～１月５日（日）まで、ごみの収集とし尿汲み取り業務はおこないません。

ごみの収集についての詳細は、ごみ収集カレンダーをご覧ください。

■くみ取り券の販売は、昼休み（正午～１３時）はおこないません。ご理解、ご協力お願いします。

■濡れた古着、古布は再生困難となり、回収されません。晴れの日の回収日または袋に入れて出してください。

農地の適正な管理をお願いします

遊休農地は、火災や病害虫の発生の原因や、有害鳥獣の潜入、不法投棄の場所となることが多く、

周辺農地や近隣住民に悪影響をおよぼします。耕うん、または草刈りをおこなうなど農地の適正な管

理をお願いします。

【写真１】（左）健康な稲 （右）ごま葉枯病の稲 【写真２】ごま葉枯病にかかった稲
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   地域力推進課☎７８－３００２(直通)からのおしらせ

湯船清明

氏名　（市町村） ＊敬称略

■フォト部門■

■スケッチ部門■

タイトル

タイトル 氏名　（市町村）　＊敬称略

最盛の茶畑
まだ見ぬ和束の景色を求めて

北村　正博　（城陽市）
裏出　克治　（精華町）
深井　賢二　（宇治市）
西田　友弥　（奈良市）
金井　正顕　（宇治市）
鵜澤　由明　（和束町）

散歩道
朝霧に包まれて

一度は見たい和束の桜

茶畑

　　　辰巳　邦彦　（大津市）
　　　上川　清朗　（精華町）
　　　佐倉　潔　　 （木津川市）
　　　村田　惠子　（木津川市）
　　　岡田　輝空　（和束町）
　　　岩﨑　大惺　（和束町）

美しい曲線
和束川のカワセミ

祝橋の桜並木
桜の下で

虫とり

茶源郷和束フォト＆スケッチコンテストの作品を展示します

茶源郷和束フォト＆スケッチコンテストの表彰式を１１月２３日（土・祝）に

開催しました。

グリンティ和束にて、引き続き入選作品の展示を通年でおこないます。

和束の魅力が詰まった作品を、ぜひご覧ください。

日本で最も美しい村まつり２０２４ ｉｎ ＴＯＫＹＯに参加しました

１１月２日（土）、「日本で最も美しい村まつり２０２４ ｉｎ ＴＯＫＹＯ」が、ＴＯＫＹＯ ＰＯＲＴＣＩＴＹ ＴＡＫＥＳＨＩＢＡ

でおこなわれ、和束町が参加しました。

本イベントは、「都心部において一般の方向けに「日本で最も美しい村」加盟町村地域の伝統文化などの魅

力を体験でき、またつながりが生まれるまつりとする」ことをテーマに、一般の人が美しい村を知る、関われる

きっかけをつくるなどの目的で開かれました。和束町のブースでは、和束茶などの販売をおこない、和束の魅

力を広めました。

🔍「日本で最も美しい村」連合とは

日本の農山村の景観や環境、文化を守り、将来に渡って

美しい地域を守り続けることで、観光的付加価値を高め、

地域資源の保護と地域経済の発展を図ることを目的とし

て発足しました。

▼当日の和束町ブースの様子

（１）【フォト部門 最優秀賞作品】 「散歩道」－北村 正博 さん

（２）【スケッチ部門 最優秀賞作品】 「美しい曲線」－辰巳 邦彦 さん

（１）

（２）
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町内の各世帯及び事業所などに設置されている水道メーターを検針していただける人を募集します。

■募集人員：２名

■業務内容：

・水道メーターの検針業務（水道メーターの指針を検針機器に入力し、印刷された検針票の投函）

・検針業務に伴う付随業務（使用水量の異常や漏水が見受けられる場合は、使用者への声掛けなど）

■検針期間：奇数月の７日ごろから約１０日間

■担当予定地区・件数：湯船区、木屋区、白栖区、石寺区、撰原区、下島区 約５８０件
＊１回の検針において一人あたり約２９０件程度となるように担当地区を割り振る予定です

■委託期間：契約日から当年度の３月３１日まで（年度毎更新あり）

■委託料：検針１件につき１１０円

＊傷害保険の加入あり（費用は町負担）／社会保険、雇用保険等の加入なし

■応募資格

・町内在住で心身ともに健康な人

・原動機付自転車以上の運転免許証を持っている人

・和束町の諸税および公共料金などに滞納がない人

■応募方法

市販の履歴書に必要事項を記載のうえ、役場建設事業課まで提出してください。

提出は、持参・郵送・メール いずれの方法でも受け付けます。

＊履歴書には、必ず昼間連絡が取れる電話番号を記入してください

■応募期間：令和６年１２月２５日（水）午後５時まで

■採用方法：書類審査後、後日面接を行い、採用の可否を決定します。

問合せ：建設事業課 ☎０７７４－７８－３００７（直通） ✉ｓｕｉｄｏｕ＠ｔｏｗｎ．ｗａｚｕｋａ．ｌｇ．ｊｐ

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽維持管理費に対する

補助金制度を設けています。ご家庭に浄化槽を設置されている人は、活用してください。

■補助金対象地域／下水道整備計画区域外の区域

（湯船区、下島区、石寺区、木屋の全地域・撰原区、白栖区、原山区の一部地域）

■補助対象／以下の（１）～（３）全てに該当する人

（１）浄化槽の保守点検および清掃を１年に３回以上実施している人
＊保守点検と清掃の回数は浄化槽の種類によって異なります

（２）浄化槽の水質検査を１年に１回以上実施している人

（３）町税及び水道使用料金を滞納していない人

■補助金額／浄化槽１基につき、１１，０００円

■申請手続／

・申請書に、補助対象（１）・（２）を実施したことを証明する書類を添付して提出してください。

・申請書は、町ホームページからダウンロードできます。また、農村振興課でも配布しています。
🔍「和束町 合併処理浄化槽維持管理補助金制度」にて検索

・補助対象（１）・（２）の実施を証明する書類の有効期限は、実施日から１年以内です。

問合せ：農村振興課 ☎７８－３００８（直通）

【急募】水道メーター検針員募集のお知らせ

合併処理浄化槽維持管理補助金制度のお知らせ

建設

農村
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日
付

曜
日

古紙
回収

日
付

曜
日

古紙
回収

16 月 1 水

17 火 2 木

18 水 3 金

19 木 4 土

20 金 5 日

21 土 6 月

22 日 7 火

23 月
東
釜塚
別陽

8 水

24 火
南
杣田
木屋

9 木 別所
白栖

25 水 10 金 中
湯船

26 木 11 土

27 金
石寺
撰原
下島

12 日

28 土 13 月

29 日 14 火
原山
園
門前

30 月 15 水

31 火

・とんどさん(こども館13:30～)
・すくすく広場(10:30～11:30)
・乳児相談(対象者に個別案内)

・工作教室(こども館13:30～)
・園庭開放(10:00～11:30)
・おもちゃ図書館(保育園10:00～12:00)

・運動教室ズンバゴールド
　(ふれあいセンター2階13:30～14:30)

・園庭開放(10:00～11:30)
・おもちゃ図書館(保育園10:00～12:00)

成人の日

・シニアライフサポート学級
　(老人福祉センター10:00～14:50)

・すくすく広場(10:30～11:30)
・すこやかファイト教室
　(老人福祉センター13:30～15:30)

・クリスマス会(こども館14:00～)
・すくすく広場(10:30～11:30)

・園庭開放(10:00～11:30)

・固定資産税納期限(第3期)
・国民健康保険税納期限(第7期)
・園庭開放(10:00～11:30)

・運動教室ズンバゴールド
　(ふれあいセンター2階13:30～14:30)

・もちつき大会(こども館9:30～)
・園庭開放(10:00～11:30)
・おもちゃ図書館(保育園10:00～12:00)

・後期高齢者医療保険料納期限(第6期)

・行政相談(役場第1相談室13:30～15:30)

・乳児、3歳半健診(対象者に個別案内)

・すくすく広場(10:30～11:30)
・すこやかファイト教室
　(老人福祉センター13:30～15:30)

・運動教室ピラティス
　(ふれあいセンター2階14:00～15:00)

・園庭開放(10:00～11:30)

くらしのカレンダー

元日

1月
行事案内 行事案内

12月 (時間は24時間表示です)

＜体験交流センター図書室開室日＞

■貸出 水・木・金・土・日 ■開室時間

休室 月・火・祝日・年末年始 午前 ９：３０～１２：００

午後１３：００～１６：３０

－ ６ －


